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 まず今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のための休講措置期間におきましては、

生徒・保護者の皆様に何かとご不便をおかけしましたことをお詫び致しますとともに、

ご理解・ご協力賜りましたこと、心より感謝申し上げます。 

 さて、当塾では 3 月 16 日（月）より授業を再開させて頂く予定にしておりましたが、

現在の政府・公的機関の要請、また社会情勢に鑑み、誠に遺憾ながら３月２５日（水）

まで休講期間を延⾧させて頂き、３月２６日（木）の春期講習会より授業を再開させて

頂きます。  

 授業再開を希望されるお声も多数頂いていた中、我々としましても大変苦渋の判断

ではございますが、命・健康には代えがたいこと、この非常事態に社会全体で取り組む

必要性を考えての決定であることをご理解頂ければ幸いです。 

 尚、今後の対応につきましては以下のようにさせて頂きます。何かとご不便おかけ

いたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

○ 休講期間中の未消化分授業について   

  各学年とも年間カリキュラムに不足が生じないように休講分の「振替授業」を以

下のように実施させて頂きます。 

 ・春期講習会期間の延⾧（４月４日・５日） 

 ・休講予定日の授業開講（4 月２９日～5 月 2 日） 

 ・follow up day（補講日）での通常授業実施 

 ・内容に不足分がある場合、随時補講の実施 

   各「振替授業日」の時間割につきましては、別途ご案内させて頂きます。 

尚、「振替授業日」に都合などで出席できない場合は、別途補講で対応します。 

  ※ 第 1 回アタックテストにつきましては中止とさせて頂きます。 

    既にお預りさせて頂いているテスト経費につきましては、次回お引き落とし 

   分から相殺する形でご返金させて頂きます。 

 

    



○ ３月２６日（木）からの春期講習会について 

  上記のように、講習会期間を 4 月 5 日（日）まで２日間延⾧させて頂きます。 

また、春期講習会経費につきましては、在塾生の方は「無料」とさせて頂きます。 

 

○ 休講期間中の対応について 

3 月１６日（月）からの休講期間におきまして、すでにお渡しした課題の進行状況、

学習習慣の継続といった観点から、希望者を対象として「補習」を実施させて頂きま

す（午後 1 時～）。日程・時間など、こちらからあらためてお電話にて確認・相談さ

せて頂きますが、希望される方は感染防止に最大限注意を払った上でご参加頂けれ

ばと考えております。「補習」につきましては学年・クラス単位での実施ではなく、

極力「分散登塾」の形を採り、手洗い・うがい・咳エチケットの励行、教室の定期的

な換気を行った上で⾧時間にならないように実施致します。 

 

以上、いまだ予断を許さない状況が続く中、塾生・保護者の皆様におかれましては今

後とも体調管理には細心の注意を払った上でお過ごしくださいますとともに、引き続

きご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 


